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1月8日（火）、ホテルグランヴィア和歌山において、和歌山
県経済団体連合会主催の第18回新春賀礼会が開催されました。
県内の経済関係者約400名が新年の決意も新たに参集。
本年の幹事団体である（社）和歌山経済同友会代表幹事片山

博臣氏は「首都圏への一極集中、原油高騰等の影響で県内経済
を取り巻く状況は依然として大変厳しいものだが、企業が安心
して活躍できるまちづくりを踏まえて地域間格差の是正ととも
に、地域経済の活性化を目指さなければならない。」と挨拶。
和歌山県経済の飛躍と発展を一同で担っていくという意気込

みが力強く伝わる盛大な賀礼会となりました。

和歌山県経済団体連合会（下記五団体）
・和歌山県中小企業団体中央会
・和歌山県商工会議所連合会
・和歌山県経営者協会
・和歌山県商工会連合会
・（社）和歌山経済同友会
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経営者のためのパワーアップ

先日、日経新聞に大変ショッキングな記事が掲載さ
れました。全国都道府県の中期（2005年～2020年）
的な経済力を示す「潜在成長率」の推計値が日本経済
研究センターから発表され、ベスト3は、滋賀県、東
京都、三重県で、ワースト3は青森県、奈良県、和歌
山県で、和歌山県は最下位かつ唯一マイナス成長にな
ると推計されている。この要因は、人口の減少が続き、
高齢化のスピードが速く、若年労働力が急ピッチで減

少するからと分析されている。このような厳しい経済
予測を踏まえ、経済活性化のための企業誘致等の経済
対策を期待すると同時に、この将来の経済構造の変化
に対応すべく個別企業の不断の経営改革が今後ますま
す重要になると考えます。
さて、今回と次回は、決算書から経営改革の切り口

を見出して経営改革を進める手法について考えていき
たいと思います。

経験的に言えば、決算書を｢見る｣経営者は多いが、
｢読む｣経営者が少ないように思います。見るのは｢売
上高｣と｢利益｣だけで、計数面で自社の経営状況がど
ういう状態か十分把握されていない経営者も結構おら
れます。損益計算書（P/L）は会社の活動状況・損益
の構造・特徴がわかります。貸借対照表（B/S）は、
会社の健康状態がわかります。決算書を3～5年時系
列で並べてみると、計数面で見た会社の歴史・変化が
わかります。また、決算書の実数を比率等に加工する
ことで自社の経営状況の変化や特徴をより具体的に把
握することができます。これらの計数が自社にとって
何を意味しているのかを読み取って頂きたい。そこか

1．決算書は経営情報の宝の山

ら経営改革の切り口が見出されると思います。
決算書ほど会社の経営情報の詰まっている書類は他

にないと私は思っています。これらの経営資料は、税
理士さんから還元されていると思いますので十分活用
されることをお勧めします。
P/Lは、損益構造の改革を通じて収益力を高めるこ

と、B/Sは、無駄な資産（ぜい肉）の圧縮・健全化改
革を通じて資産の効率化を図ることが経営改革の主要
な切り口となります。
経営改革の体系図（次ページ）を私なりにまとめて

いますので参考にしてください。

収益力の改革は、｢売上高の増強｣と｢原価の低減｣に
より損益構造を改革し、利益を拡大させることにつき
ると思います。
<売上増強>
売上高は、数量と単価の積で決まり、数量は取引先

数（客数）と購買頻度で決まることから、売上増強に
は、これらを最適に組み合わせた戦略を構築する必要
があります。具体的な売上増強策は、業種・業態によ
り異なるので、ここでは1つの業態を取り上げ売上増
強戦略の参考として頂きたい。
優れた販売戦略をとっている事例として｢コンビニ｣

2．販売収益力の改革

について考えてみると、もともとコンビニは便利な雑
貨屋にすぎないお店であったが、現在では、車社会に
合わせた好立地・広い駐車場、飲食関連品から日用品、
金融・通信サービスまで幅広い顧客ニーズに適応した
豊富な品揃え、長時間営業による利便性、商品・顧客
の高回転率、ブランド力などを武器に強力な顧客誘引
力を誇っている。徹底した顧客満足志向と事業運営の
徹底した効率化及びブランド力を実践しているコンビ
ニ経営には売上増強戦略の多くのヒントが隠されてい
ると思います。
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中小企業診断士 大 前 孝 司

講座 ＰＡＲＴⅡ
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施策情報

我が国経済は、全体として緩やかに息の長い景気回復を続けているが、企業規模や地域によるばらつ
きが拡大している。
このような状況の下、地域中小企業による「付加価値の創造」、それを支える「経営力の向上」、努力

や能力に応じて企業が利益を上げられるような公正かつ効率的・合理的な「事業環境の整備」の3つの観
点から総合的・集中的に施策を講じることにより、中小・小規模企業の生産性向上・潜在力の発揮を図
り、将来の成長と地域の活性化を実現する。
このため、以下の考え方を基本に、予算、法律、税制、財政投融資等あらゆる政策手段を総動員して、

中小企業対策を展開する。

1．予算案（経済産業省計上）

2．20年度産業投資資金（出資）

3．19年度補正予算額

【内訳】（財務省計上分を含む） ・原油高対策（中小公庫出資金） ： 237億円
・災害対策（中小公庫・国民公庫出資金） ： 194億円
・中小企業金融・信用補完（中小公庫補給金・出資金） ： 2,326億円

基本的考え方

予算案等

（1）「農商工連携」の促進

（ i ）地域産品に関する販売促進・新商品開発の支援
中小企業地域資源活用プログラムや成功報酬型販路ナビゲーター創出支援事業等の支援策の集中的な実施

等により、地域産品等に関する販売促進・新商品開発を効果的に支援する。

1．付加価値の創造

重点項目

地域に根ざした農林水産業と商工業が連携する「農商工連携」を促進するため、地域産品の輸出促進、ITの活用
による販路開拓や農業生産の効率化、人材確保・育成等への支援を、省庁横断的かつ集中的に推進する。
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（ii）地域産業におけるイノベーションの促進
ITの活用による販路開拓・生産流通管理等への支援、産学官連携による実用化研究開発の推進等、地域産

業におけるイノベーションの促進を支援する。

（iii）地域産品の輸出促進
地域産品の輸出を行う民間主体の市場拡大を図るため、主要輸出市場における調査、農林水産物等の輸出

促進を実施する。 20年度予算案

………………………………………………………………＞102.6億円（関連事業予算のうち、農商工連携関係の枠を確保）

（2）「中小企業地域資源活用プログラム」の推進

「中小企業地域資源活用プログラム」を推進し、全国10ヶ所の支援拠点におけるハンズオン支援や試作品開
発、展示会出展等に対する支援を行うことにより、各地域の強みである地域資源を活用した新商品・新サービス
の創出を図る。また、地域中小企業応援ファンドの組成を着実に進める等、引き続き資金調達の円滑化を図る。

20年度予算案 19年度予算

中小企業地域資源活用プログラム…………………………＞ 116.7億円 （101.3億円）

「中小企業地域資源活用プログラム」を推進し、地域における新商品、新サービスの創出を支援する。
各地域の「強み」である地域資源（産地の技術、農林水産品、観光資源）を活用し、5年間で1,000件の新事業

創出を目指す。

（3）中小企業における人材能力の向上

若手人材の量的不足等の一方、団塊の世代は大量に定年を迎える。大企業、都市部に偏在した団塊世代の有す
る技術やノウハウが活用されるよう、企業等を退職した人材が、地域・中小企業で新現役として再活躍できる仕
組みを構築する（「新現役チャレンジプラン」）。
また、高専を活用した現場人材の育成、工業高校等での実践教育の支援を強化する。

（4）研究開発・創業等の支援

中小企業技術革新制度（SBIR制度）に段階的競争選抜方式を導入することにより、中小・ベンチャー企業によ
る革新的でリスクの高い研究開発を支援する。
また、1昨年6月に施行された「中小ものづくり高度化法」等に基づき、中小企業と川下産業の連携による研究

開発等を支援する。
さらに、販路開拓の全国展開の促進など、創業に係る経営を支援し、地域における小規模事業者等の挑戦を支

援する。

（ i ）団塊世代の技術・ノウハウの活用（「新現役チャレンジプラン」の推進）
企業等を退職した団塊世代等の人材（「新現役」）が、その技術やノウハウを活用し、地域・中小企業にお

いて活躍できるよう、人材の登録システムの導入、きめ細かい人材発掘・管理などにより、新現役人材のニ
ーズ・シーズの発掘や「新現役」と企業とのマッチングを行う。

20年度予算案 19年度予算

新現役チャレンジ支援事業…………………………………＞ 21.2億円 （新　規）

（ii）中小企業のための人材の育成
中小ものづくり人材の育成・確保を行うため、高専等の設備を活用した中小企業の若手技術者育成カリキ

ュラムの開発、各地域の産業界・工業高校・行政等の連携による実践的教育プログラムの充実など人材育成
支援策を講ずる。

20年度予算案 19年度予算

中小企業ものづくり人材育成事業…………………………＞ 7.6億円 （5.4億円）

（ i ）中小企業の革新的技術開発の支援
革新的でリスクの高い研究開発を行う中小・ベンチャー企業の有する新技術の事業化を支援するため、他

の省庁・独立行政法人と協力・連携して調達可能性のある研究テーマ等を設定し、段階的競争選抜方式の導
入等により、中小企業技術革新制度（SBIR制度）を革新する。

20年度予算案 19年度予算

SBIR段階的競争選抜技術革新支援事業……………………＞ 5.0億円 （新　規）
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（ i ）IT活用等による経営力向上・生産性向上支援（含む財投要求）
ITの活用を通じ、会計・財務の透明化、経営課題の明確化など、小規模事業者等の経営力の向上を支援す

る。また、マル経融資制度の迅速化・対象業種の拡大（※）・貸付限度額の拡大・貸付期間の延長等や、小
規模企業に対するきめ細かい支援、成功事例の展開等の経営サポートを行う。併せて、これら支援に活用す
るため、企業の財務等の情報データベースを整備する。
（※）生活衛生関連業種（飲食店営業、理美容業、旅館業、クリーニング業等）を新たに対象に追加。

また、インターネット上での財務会計ソフト等の活用やオンライン経営支援等を受けられるシステム
（SaaSなど）の開発・普及・活用、IT活用能力向上のための研修の充実、IT専門家の派遣等により、IT化を
通じた小規模事業者等の経営力向上を支援し、その生産性向上を図る。

20年度予算案 19年度予算

小規模企業経営支援情報・金融連携事業…………………＞ 4.3億円 （新　規）

中小企業経営革新プラットフォーム整備事業
（インターネットを活用した中小企業経営革新システム（SaaSなど）の開発・普及）

20年度予算案 19年度予算

…………………………………………………………………＞ 23.0億円 （新　規）
IT経営実践促進事業…………………………………………＞ 11.3億円 （新　規）
マル経融資の迅速化・貸付枠の拡充・貸付期間の延長等【国民公庫】
国民公庫融資の迅速化【国民公庫】

（ii）モデル拠点の整備、専門人材の活用によるきめ細やかな支援の実施
全国に先進的な経営支援を行うモデル拠点を整備する。応援コーディネーターが中核となって技術・ノウ

ハウを有する高度専門人材や団塊世代の企業OB（「新現役」）などあらゆる中小企業関連施策等を活用して、
IT化、販路拡大等、小規模事業者等の抱える固有の諸課題に対応し、小規模企業の経営力の向上及び将来の
成長に向けた努力を重点的・集中的に支援する。その際、リレーションシップバンキングに取り組む地域金
融機関をはじめ、関係支援機関のパートナー化を図る。
経営力向上・事業承継等先進的支援体制構築事業 20年度予算案 19年度予算

（後述の事業承継支援センターの設立支援を含む）………＞51.6億円 （新　規）

（1）頑張る小規模企業応援プランの推進

2．経営力の向上

小規模事業者等が基礎的な経営力強化を図り、将来の発展・成長を実現しようとする挑戦を応援すべく、ITの
活用を通じた会計・財務等の経営力の向上を支援する。また、企業の財務等の情報を蓄積し、マル経融資等の迅
速かつ円滑な資金供給や、きめ細かな経営サポートに活用するための情報データベースを整備する。
また、全国に、小規模事業者の前向きな取組を支援するためのモデルとなるような先進的な拠点を整備する。

小規模事業者等の抱える固有の諸課題を把握し、団塊世代をはじめとする全国の人材等を有効に活用しながら、
企業のニーズに対応した人材の派遣や経営支援を行う応援コーディネーターを配置し、ヒト・情報・カネの政策
資源を集中的に投入する。

（ii）ものづくり中小企業の競争力強化
「中小ものづくり高度化法」等に基づき、重要産業分野の競争力を支える基盤技術について、川下産業の

ニーズを踏まえた研究開発を支援し、ものづくり中小企業の競争力強化を図る。また、低利融資制度の拡充
により、中小企業の研究開発を支援する。

20年度予算案 19年度予算

戦略的基盤技術高度化支援事業……………………………＞ 88.0億円 （93.6億円）

（iii）販路開拓の全国展開支援
成功報酬型で販路開拓を行う民間ビジネスの認知度向上と信用力確保に取り組むことにより、地域に根ざ

した中小・ベンチャー企業の全国市場に向けた販路開拓を支援する。
20年度予算案 19年度予算

成功報酬型販路ナビゲーター創出支援事業………………＞ 2.0億円 （1.3億円）
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（2）中小企業の事業承継の円滑化

事業の将来性、後継者不足、相続人間の遺産分割や遺留分、相続税の問題など、日本経済を支えるべき中小企
業の事業承継には様々な問題がある。
事業の継続・発展を通じた雇用確保や地域経済の活力維持を図るべく、法的措置を含めた事業承継円滑化のた

めの総合的な支援策を講ずる。

○事業承継の円滑化に向けた総合的な支援（含む財投要求）
事業の継続・発展を通じた雇用確保や地域経済の活力維持を図るべく、法的措置に加え、事業承継税制の

抜本拡充、事業の継続・発展に向けた廃業と開業のマッチング等をサポートする事業承継支援センターの設
立支援、中小企業経営者及び後継者向け等の研修・セミナーの強化を図るなど、事業承継円滑化のための総
合的な支援策を講ずる。

20年度予算案 19年度予算

中小企業事業承継円滑化支援事業…………………………＞ 5.1億円 （2.0億円）
事業承継支援センターの設立支援…………………………＞ 20.0億円 （新　規）
事業承継資金融資制度の抜本拡充【中小公庫・国民公庫】

（3）まちづくりの推進・商店街の活性化

中心市街地活性化法に基づく認定中心市街地で実施される、商業基盤施設の整備等の商業活性化事業や中
心市街地活性化協議会の設立・運営支援等、意欲ある商業者の取組について支援を行い、コンパクトでにぎ
わいあふれるまちづくりを推進する。
また、地域コミュニティを支える商店街の振興を図るため、空き店舗を活用した育児施設、高齢者交流施

設等のコミュニティ施設や、起業・就業等のためのオフィススペースの設置等を支援する。
更に、平成20年度においては、空き店舗対策をより一層強化するため、事業承継支援センターの設立支援

により商店街における事業承継の円滑化を推進するとともに、小規模企業者の大宗を占める小売商業者の経
営基盤の強化を図るための高度専門人材の派遣等を実施することにより商店街の活性化を積極的に推進する。

20年度予算案 19年度予算

…………………………………………………………………＞ 102.8億円 （92.7億円）

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを推進するとともに、空き店舗を利用したコミュニティ機能の強化
や就業機会の創出など、その集積性・立地環境を活かした様々な社会機能が集積する場として商店街の活性化を
推進する。

（ i ）マル経融資制度の強化等による小規模企業等の資金調達の円滑化（財投要求）

マル経融資の迅速化・貸付枠の拡充・貸付期間の延長等【国民公庫】
国民公庫融資の迅速化【国民公庫】

（ii）中小・小規模企業の多様な資金ニーズへの対応（含む財投要求）
運転資金不足を克服するための売掛債権の早期現金化支援、急な資金ニーズに対応するための保証枠を予

め確保する予約保証の導入など、従来手薄だった企業の資金ニーズへの対応策を講ずる。
20年度予算案 19年度予算

売掛債権の早期現金化支援…………………………………＞ 20.2億円 （新　規）
予約保証の導入【信用保証協会】

（1）資金調達の円滑化

3．事業環境の整備

金融情勢は全般的には緩和しつつあるものの、二極分化が広がり、小規模企業を中心として、資金調達難に直
面する中小企業は多い。
担保・自己資本が不足しがちな小規模企業等への資金供給機能の強化、運転資金不足を克服するための売掛債

権の早期現金化支援等、従来手薄だった企業の資金ニーズへの対応策を講ずる。
また、急な資金ニーズに対応するための保証枠を予め確保する予約保証の導入、ワラント付保証の導入等ハイ

ブリッド型金融による創業・新分野挑戦資金の調達支援等、小規模・中小企業の生産性向上に資する制度整備を
行う。
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（iii）ハイブリッド型金融の拡大（財投要求）
ワラント（新株予約権）付保証の導入により、創業・第二創業期の中小企業への金融支援を拡充し、リス

クのある創業や、新分野への挑戦のための資金調達を支援する。
ワラント付保証の導入【信用保証協会】
成功払い型融資の拡大【中小公庫】

（iv）中小企業の新事業展開・企業再建等の資金面での支援（財投要求）
財政投融資（産業投資等）の活用により、中小企業の新規立地に対する低利の融資制度を創設するとともに、
企業再建に対する融資制度を拡充し、地域の活性化に向けた中小企業の取組を資金面から支援する。また、新
事業や企業再建等に取り組む中小企業に対して、当該企業の財務体質の強化につながる融資制度を創設する。
中小企業の新規立地促進のための融資制度の創設【中小公庫・国民公庫】
中小企業の企業再建支援のための融資制度の拡充【中小公庫・国民公庫】
中小企業の挑戦の財務強化による支援のための融資制度の創設【中小公庫】

（ v）担保・保証人に依存しない金融の推進（財投要求）
第三者保証・本人保証を不要とする融資や、無担保の融資の更なる拡大を図るなど、担保や個人保証に過

度に依存しない金融を推進する。
第三者保証人等を不要とする融資の限度額の引き上げ【国民公庫】
本人保証猶予特例の範囲拡大【中小公庫】
無担保融資の金利引き下げ【中小公庫】

（vi）中小企業向け金融・信用補完の財政基盤の強化
中小企業金融公庫（20年10月からは日本政策金融公庫に統合）への財政措置を講じ、融資部門等の財政基

盤を強化するとともに、信用保証の円滑な実施を図るため、信用保証協会に対する補助を行う。
20年度予算案 19年度予算

中小企業金融公庫融資部門補給金…………………………＞ 122.4億円 （62.0億円）
日本政策金融公庫危機対応円滑化関連……………………＞ 5.3億円 （新　　規）
信用保証協会基金等補助……………………………………＞ 54.0億円 （54.0億円）

（2）下請適正取引等の推進

昨年6月に、素形材、自動車等の主要な7業種について、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」
を策定。今後は、ガイドラインの周知・普及啓発によりベストプラクティスの推進及び取引慣行の改善をさ
らに進めるとともに、下請取引に係る相談の受付、裁判外紛争解決等を行う下請適正取引推進センター（仮
称）を全国規模で整備する。また、下請代金支払遅延等防止法の厳格な運用や同法の遵守のため、親事業者
を主たる対象とする講習会の開催を行うほか、下請事業者の親事業者からの自立化支援のための研修会を開
催するなど、下請適正取引等の推進を図る。

20年度予算案 19年度予算

中小企業取引適正化事業委託費……………………………＞ 6.0億円 （0.9億円）

中小企業の生産性向上の観点から、下請取引に関する「駆け込み寺」機能を持つ下請適正取引推進センター
（仮称）を全国規模で整備し、下請取引に係る各種相談への対応や、裁判外紛争解決を図るとともに、下請適正取
引等の推進のためのガイドラインのフォローアップ及び普及啓発等により、下請適正取引等の推進を図る。

（3）地域中小企業の再生支援

○「地域中小企業再生支援ネットワーク」の強化（含む財投要求）
20年度予算案 19年度予算

中小企業再生支援協議会事業……………………………＞ 45.3億円 （33.2億円）
再生支援業務の強化【信用保証協会】

これまで約2,000件の再生計画策定を支援している各地域の中小企業再生支援協議会の機能を拡充強化し、地
域の中小企業・小規模事業者の事業再生に即応し、きめ細かくサポートする体制を整備する。
また、小規模企業の円滑な再生を図るため、信用保証協会の一層の活用を図る。
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支援を行います。
ロ．補助金額（予定）

補助対象経費総額の10分の6以内であって、
600千円を限度とします。
ハ．補助対象予定数 135組合等

（4）連合会（全国組合）等研修事業
イ．事業の概要

全国地区の連合会がその会員組合等の専従役職
員等を、又は全国組合等がその組合員等を対象と
して、組合等の運営に必要な知識及び業種別専門
知識を付与するため行う研修事業に対し支援を行
います。
ロ．補助金額（予定）

補助対象経費総額の10分の6以内であって、
2,100千円を限度とします。
ハ．補助対象予定数 35組合等

（5）組合等自主研修事業
イ．事業の概要

組合等が、その組合員（会員）等を対象に研修
を行うことにより、組合等の人材養成を促進する
ために実施する事業に対し支援を行います。
ロ．補助金額（予定）

補助対象経費総額の10分の6以内であって、
210千円を限度とします。
ハ．補助対象予定数 100組合等

（1）中小企業組合等活路開拓事業
イ．事業の概要

中小企業が組合等を中心に、共同して新たな活
路を見出すために実施する将来ビジョンの策定、
そのビジョンの成果を具体的に事業化・実用化し
ようとする事業に対し支援を行います。
ロ．補助金額（予定）

補助対象経費総額の10分の6以内であって、
12,297千円を限度とします。
ハ．補助対象予定数 80組合等

（2）組合等情報ネットワークシステム等開発事業
イ．事業の概要

組合等を基盤とした情報ネットワークシステム
の構築、組合員向け業務用アプリケーションシス
テムに関する調査研究・開発及びこれらシステム
の普及のための事業に対し支援を行います。
ロ．補助金額（予定）

補助対象経費総額の10分の6以内であって、
12,297千円を限度とします。
ハ．補助対象予定数 35組合等

（3）組合等Web構築支援事業
イ．事業概要

Webサイトを構築し、組合情報、組合員企業情
報等を広く発信し、業界の活性化及び個別企業の
新たなビジネスチャンスの創出を図る事業に対し

このたび、平成20年度全国中央会事業のなかで、当県の組合等においても活用することが可
能な補助事業が、募集開始されることになりました。
つきましては、募集の概要についてお知らせしますので、是非活用につきご検討されますよう、
ご案内申し上げます。

�
�
�
�

�
�
�
�

1 補助事業の概要
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（1）組合等の種類
①事業協同組合 ②事業協同小組合
③火災共済協同組合 ④信用協同組合
⑤協同組合連合会 ⑥企業組合
⑦協業組合 ⑧商工組合
⑨商工組合連合会
⑩商店街振興組合（連合会を含む。）
⑪生活衛生同業組合（連合会を含む。）
⑫社団法人　 ⑬共同出資会社
⑭中間法人　 ⑮有限責任事業組合（LLP）
⑯任意グループ

（2）補助対象組合等の要件
イ．平成20年1月1日現在、設立（結成）後、1年以

上経過している事業協同組合等の中小企業関係組合

ロ．上記2．（1）⑫～⑯については、構成員の3分の

2以上が中小企業者で、平成20年1月1日現在、設

立（結成）後、1年以上の活動実績があること。

さらに、⑬～⑮にあっては、3人以上の中小企
業者が出資等する中小企業者であって、その出資
総額等の3分の2以上を中小企業者が出資等し、か
つ構成員たる中小企業者の利益となる事業を目的
とするものであること。
⑯にあっては、3人以上の中小企業者で構成し、

構成員の3分の2以上の中小企業者の利益となる事
業を行うものであること。

3

本件に関するお問い合わせ先4

補助対象となる組合等2

和歌山県中央会　TEL 073-431-0852 まで
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少子化が急速に進む中、次代の社会を担
う子どもが健やかに生まれ、育成される環
境整備を進めるため、「次世代育成支援対
策推進法」が制定され、平成17年4月に全
面施行されました。
この法律で、企業が策定することが求め

られている「一般事業主行動計画」（以下
「行動計画」といいます）とは、
「企業が、従業員の仕事と家庭の両立を

図るための雇用環境の整備や子育てをして
いない従業員も含めた多様な労働条件の整
備などの取り組みを行うために、以下の3
つの項目が含まれている計画」のことを指
します。

■行動計画については企業の実情に合わせ
て自由に決めることができ、特に決まり
はありません。ただし、認定を希望する
場合は、「雇用環境の整備」に関する項
目を少なくともひとつ盛り込む必要があ
ります。

（認定マーク）くるみん

（1）認定とは？
従業員の子育て支援のための行動計画

を策定・実施し、一定の要件を満たす場
合には、厚生労働大臣（具体的には都道
府県労働局長）に「次世代育成支援対策
推進法に取り組んでいる企業」として認
定される仕組みがあります。

（2）認定を受けるメリット
認定を受けると下記のマークを利用す

ることができます。このマークは言わば、
「働きがいがあり、働きやすい企業」「社
員を大事にする企業」を示していると言
えるでしょう。

このマークを求人広告、自社の商品やそ
の広告、企業の名刺や封筒などにつけて
対外的にアピールすることで、企業のイ
メージアップや優秀な人材の確保などが
期待できます。

（3）認定を受けるには？
行動計画を策定し、その旨を都道府県

労働局雇用均等室に届け出、その計画で
設定した目標を達成し、一定の基準を満
たす場合、都道府県労働局雇用均等室に
申請を行うことにより、認定を受けるこ
とができます。

問い合わせ先 ………………………………

和歌山労働局雇用均等室

……………………… TEL 073-421-6257
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1月22日（火）、ルミエール華月殿において、
メンタルヘルス対策を実施する事業場の体制
整備等に関する研修等支援事業研修会が開催
されました。
この研修会は、今日、労働者の受けるスト

レスは拡大傾向にあることから、事業場にお
けるメンタルヘルス対策等の推進を図る目的
で実施しました。
研修会は特定社会保険労務士 寺西　豊先

生をお招きして、「職場における心の健康づ
くり」をテーマに、メンタルヘルス対策の必
要性についての説明が行われました。
メンタルヘルス対策は、企業のリスクマネ

ジメントであり、事業場の実態に合わせて考
え、実行可能な部分から、管理監督者や従業
員等が一体となって取り組むことが重要との
事でした。
また、今年4月から、労働者数が50人未満

の事業場においても、長時間労働者に対して
の医師による面接指導の実施が義務づけられ
るため、過重労働による健康障害防止対策に
ついての説明が行われました。
研修会は多数ご参加頂き、質疑応答が行わ
れるなど関心の高さをうかがわせ、参加者は
メンタルヘルス対策についての理解を深めま
した。



組合青年部講習会開催!!

1月26日（土）、和歌山県民文化会館において、組合
青年部講習会が開催されました。
この組合青年部講習会は、中央会の会員組合で青年

部が有る組合を対象に、夏と冬の年2回開催しています。
今回の講習会は、（株）ウイング 取締役副社長 新
吉廣氏をお招きして、「経営者として、知っているは
ず－－でも確認を」をテーマに実施しました。
参加者は現在の社会情勢、経営者としての基本的な

考え方や社員への接し方等について再確認する事がで
きました。
また、講習会終了後には、懇親会（新年交流会）も

開催され、情報交換を行い、青年部間の交流がより一
層深まりました。
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背景と目的
従来、全国への情報発信や販路拡大のため、大消費地の百貨店や量販店にて催事を利用し

た商品販売を行っていた。しかし、遠隔地のため経費や人手が掛かり経済性に乏しい状況で
あったのを反省し、小さな町からも全国に向け情報発信ができるネット販売を手がけること
とした。

事業・活動の内容
世界有数の漁田である前浜（襟裳）を擁する当

地域は、「ハタハタ、毛ガニ」や太平洋道東沿岸で
しか捕れない「シシャモ」など「希少な魚種」や
「高級魚」が漁獲される地域である。従来は販路拡
大のため、大消費地の百貨店や量販店において開
催される催事を利用した商品販売を行っていたが、
このような大量流通形態では高付加価値商品とし
ての販売が難しいこと、また、催事会場は大消費
地であることから必然的に遠方となるため、経費
や人手が掛かることから必ずしも効率がよいもの
とはいえなかったことから、ネットによる販売を
手がけることとした。開始するに当たっては、大
手サイトへの登録では出店費用が嵩むこと、大量
の情報に埋没すること、個性を出しにくいこと、
小回りが利きにくいことなどから、小さいながら
独自でのサイト制作を行い、組合員の登録商品を
一括受発注、一括管理運営することとした。

成果
大手のサイトや膨大な出品者の中にあって、巨

漢の大型店に立ち向かう地方の寄合い百貨店的で
あるが、広尾町ならではの商品の紹介及び販売方
法、そして、お客様に組合員の顔が見えるサイト
運営を続けながら、組合員の城が築けるような規
模や組織形態にするべく邁進努力している。その
結果、小さな過疎地でも頑張っている様子が町民
はじめ中小企業者に伝わり、閉塞感から脱却しき
れない小規模事業者や過疎地域に夢と希望を与え
た。

全国先進組合事例

広

尾

町

産

直
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ッ

ト
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売
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同

組

合

所 在 地 〒089-2615

広尾郡広尾町本通5丁目1番地

電 話 番 号 01558-2-0288

F A X番号 01558-2-0288

設　　　立 平成17年8月

出 資 金 210千円

組 織 形 態 産地組合

地　　　区 広尾郡広尾町

主 な 業 種 製造業、卸小売業、サービス業

組合従業員 1人

組 合 員 21人

Ｕ Ｒ Ｌ http://hiroo-net.jp/
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小さな過疎地でも頑張っている様子が町民をはじめ中小企業者に
伝わり、閉塞感から脱却しきれない小規模事業者や過疎地域に夢
と希望を与えた

▲広尾産直ネット概念図
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背景と目的
屋根業界は近年の建築の変化により、屋根材の多種多様化が進展している。平板瓦や新し

い屋根材が普及してきており、他県の産地が攻勢をかけてきているため越前瓦は厳しい状況
にある。そのため、雪に強い越前瓦の特性を活かしつつ、消費者ニーズに合致した洋風瓦を
開発することを決意した。洋風建築にマッチしたデザインやカラーを施した洋風越前瓦を開
発し、消費者の洋風住宅志向に対応を図ることで活路を開拓することを狙うものである。

事業・活動の内容
洋風越前瓦「ヨーロピアン越前」の開発は中央会の支援を受け「中小企業活路開拓・調査

実現化事業」により調査研究・試作・試供事業を展開した。調査研究・試作事業は産学官が
連携、すなわち福井大学や福井県工業技術センター等と連携して商品開発を進めた。試供事
業としては展示会への出展をし、「ヨーロピアン越前」のPRを行った。さらに、モデルハウ
スに洋風瓦を施工して受注促進の取り組みを開始した。これは県の「地域特産工業振興対策
事業」の助成を受けて実施した。こうした取り組みを進めるとともに、行政機関等に対して
は県の特産品としてPRを積極的に行った。

成果
開発した「ヨーロピアン越前」は雪と寒さに強く、耐久性があり、軽量という機能性に加

えて洋風住宅にマッチしたデザイ
ンやカラーが施されている。品
質・機能・デザインとも上質であ
り、今日の消費者のニーズを開拓
することが十分見込めるものと思
われる。「ヨーロピアン越前」を
組合が展示会を開催しPRすると
ともに、モデルハウスへの施工も
行ったことで、組合員の洋風瓦の
販売に対する意識が高まった。今
後、組合及び組合員が積極的にこ
れをPRし、販路開拓に取り組む
ことにより組合や組合員の売上確
保に大きな武器となるものと思わ
れる。

福

井

県

瓦

工

業

協

同

組

合

所 在 地 〒910-0017
福井市文京6丁目7番3号

電 話 番 号 0776-22-3912

F A X番号 0776-22-6463

設　　　立 昭和39年6月

出 資 金 4,075千円

組 織 形 態 同業種同志型組合

地　　　区 福井県

主 な 業 種 瓦製造業、屋根工事業

専 従 理 事 1人

組合従業員 1人

組 合 員 23人

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.f-kawara.jp/
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福井県

越前瓦は大雪でも安心な耐久性を備えているが、今日主流の洋風
住宅とマッチしないため越前瓦の特性を活かしつつ、消費者ニー
ズに合致した洋風瓦を産学官が連携して開発した

▲組合HP
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なお、上記の高年齢者雇用確保措置の実施義務化の
対象年齢は、あくまでも当該期間内における高年齢者
雇用確保措置の制度上の義務化年齢を定めているもの
であり、当該期間中に定年に到達した者の雇用終了年
齢を定めているものではありませんので、ご注意くだ
さい。
このため、例えば、60歳定年の企業における、定年

到達日の属する期間別の継続雇用制度等の雇用終了年
齢（少なくともこの年齢に到達する日までの雇用が必
要）は次のとおりになります。

平成19年4月1日～21年3月31日

＞ 60歳定年到達者：64歳
平成21年4月1日以降

＞ 60歳定年到達者：65歳

お問合せは中央会まで
TEL 073－431－0852

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.htmlもご覧ください。

高年齢者雇用確保措置の
実施に当たって

問題を抱えている事業主の方は…

詳しくは都道府県高年齢者雇用開発協会へお問い合わせください

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ホームページもご覧下さい

http://www.jeed.or.jp/

「高年齢者雇用アドバイザー」から人事・労務
管理制度等に関する専門的・技術的アドバイス
を無料で受けられます！

相談・援助

平成19年3月31日までに、65歳以上までの定年
の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制
度の導入等を行うなど、一定の要件を満たした
場合、「継続雇用制度奨励金」が支給されます！

継続雇用制度奨励金
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12月分12月分

ＤＩ（ディフュージョンインデックス）値
ＤＩ値は景気が上向きか下向きかを表す数値です。
ＤＩ値＝増加（好転）割合　－　減少（悪化）割合
ＤＩ値＞０　…　景気上向き
ＤＩ値＝０　…　景気横ばい
ＤＩ値＜０　…　景気下向き

前年同月比における「業界景
況」判断指数（ＤＩ値：景気動
向指数）は、マイナス52.5ポイ
ントであり、同11月調査と比
べて12.5ポイント悪化した。
同11月調査と比べ、「売上高」

も2.5ポイント悪化、「収益状況」
も2.5ポイント悪化、「資金繰り」
も5ポイント悪化した。
12月の調査では業界景況に

関して、情報連絡員40名のう
ち、「不変」との回答は17名、
「悪化」との回答は22名で、
「好転」との回答は1名であった。

総　評
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製造業

非製造業
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